
避難所開設・運営マニュアル
作成支援検討会

第２回

令和5年9月26日（火）



挨拶



前回のふりかえり



施設が所在する場所のリスクと利用条件



府中明郷学園で避難所として使用する施設：
第二体育館
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府中明郷学園の体育館（第一体育館）



収容可能人数

•
•

•
•



本日の取り組み



マニュアル作成に向けた4つの検討事項



第２回目検討会の目的と主な内容














避難所運営の流れ（地震時）



本日のスケジュール



避難所開設の流れと
主な活動



避難所の
利用準備

避難者の
受入れ

避難者状況の把握
備蓄物資の配布

避難所運営の
開始

避難所運営の
⾧期化対応の開始

避難所の
閉鎖

救援物資等の
受入れ・配分

閉鎖

避難所開設期 運営委員会の設置 避難所運営期

避難者への
待機の呼びかけ

避難所開設
の案内

避難所の統合・
閉鎖に向けた準備

建物外観の 避難所の
開錠

建物内部や
設備の安全確認

避難所の使用可否
の判断

市災対本部への

避難所運営
委員会の設置

利用する場所の
確認

立入禁止場所の
設定

受付の設置 避難者の
受付対応

避難者の
誘導

避難者名簿の

避難者状況の
確認

市災対本部
への連絡

備蓄の配布

定例会議の
開催

各運営班の
設置

避難者の状況
の

避難者配置状
況図の作成・

避難者の出入
り管理・報告

避難者からの
相談・要望対応

避難所運営本部
の運営サポート

情報の
収集・整理

各種情報やルール
の周知・伝達

車中泊・在宅避難
者への情報提供

取材調整

総
務
班
の
活
動

ボランティアの
ニーズ把握

ボランティアの
依頼と受入れ

ボランティアの
活動への立会い

衛
生
・
安
全
管
理
班
の
活
動

生活環境の
整備

トイレ対策の
実施

ペットの受入れ
環境の確認

居住空間・共有
空間の安全確保

防火・防犯のため
の見回り

物資等の受入れ
体制の整備

緊急的に必要な
物資把握と確保

救援物資等の
受入れ・配分

食
料
物
資
班
の
活
動

避難所の統合・
閉鎖に向けた説明会
の開催協力

片付け

その他ニーズの
把握と支援

避難者の
健康観察

必要物資の
調達と提供

炊き出し等の
実施

避難者状況の
全般管理

生活環境全般の
整備



避難所開設の流れ



建物の安全確認(外観チェック)











避難所の開錠





建物の安全確認(内部チェック)













































避難所開設の判断と連絡







避難所施設の利用準備















【参考】避難所に求められる部屋・スペース



避難者の受付

















避難者の誘導





避難所開設時の
役割分担の検討







避難所開設における課題











避難所開設時の役割分担の条件









検討１ 意見交換（20分）

•



意見交換の進め方



発表・共有 （10分）



避難所レイアウトの検討





避難所に求められる部屋・スペース （再掲）



避難所における感染症対策

専用ゾーン

事前受付

出典:内閣府_避難所における新型コロナウィルス感染症への対応の参考資料






レイアウトについての検討の条件






収容可能人数

•
•

•
•



避難所レイアウトについてのまとめ









検討２ 意見交換（20分）

•
•

•



意見交換の進め方・個人作業



意見交換の進め方・グループ作業



発表・共有



避難所運営に係る主な活動





避難所運営委員会の立上げ・会議



























避難者状況の全般管理





























「登録票」を活用した利用者数の把握と名簿管理







情報の収集と伝達





































避難所ルールの周知





生活環境全般の整備

















食料・物資等の確保調整と配布



















避難者の健康観察















生活環境の衛生管理

















避難者の健康管理



















要配慮者への支援

要配慮者
高齢者、障がい者、乳幼児、 妊産婦など特に配慮を要する者

   

   

   

   

   

   



ボランティアの依頼と調整

















避難所運営の主体（3者運営）

地域
住民
（避難者）

市町
職員

施設
管理者

避難所の
よりよい
生活環境



避難所運営の体制 広島県標準版マニュアルより



避難所運営の体制例











府中明郷学園における班体制







本日のまとめ











次回の検討



御調川河川カメラの公開について

•

•


